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富山県情報公開審査会答申概要（答申第５号） 

 

○ 件 名           地域警察の運営に関する公文書の非開示決定処分に対する審査請求の件 

○ 開示請求年月日           平成１５年 ５月１２日 

○ 実施機関の決定日   平成１５年 ５月１４日 

○ 実施機関（担当課） 警察本部長（生活安全部地域課） 

○ 決 定 内 容           非開示決定 

○ 非 開 示 理 由           富山県情報公開条例（以下「条例」という。）附則第２項第２号 

○ 審査請求年月日   平成１５年 ５月２３日 

○ 異議申立ての内容   非開示決定処分の取り消しを求める 

○ 諮 問 年 月 日           平成１５年 ６月 ４日 

○ 答 申 年 月 日           平成１６年１２月２４日 

○ 争      点 

本件公文書が条例施行日前に取得し、又は作成されたものであるかどうか、また、条例の趣旨

等に照らし、非開示決定処分が妥当かどうか。 

○ 審 査会の判断 

＜結  論＞ 

富山県警察本部長は、「富山県警察における巡回連絡の実施基準が分かる文書」を開示するこ

とが適当である。 

＜理  由＞ 

  条例附則第２項の該当性及び非開示決定の妥当性の検討について 

   本審査会において本件公文書の提出を諮問実施機関から受けて確認したところ、本件公文書は

いずれも、平成１４年４月１日前に作成され又は取得された公文書と認められ、条例を形式的に

解釈すると条例附則第２項第２号の公文書に該当するものと考えられる。 

しかしながら、本件公文書は、訓令等として現在も効力を持ち、富山県警察の地域警察の組織、

任務、勤務制、活動等の必要事項について規定し、日々の地域警察の運営を規律しているもので

ある。 

訓令等については、富山県警察においても県警察が保有する訓令等を積極的に公表し、県民の

理解と協力のもとに警察行政を円滑に運営することを目的として「富山県警察の訓令等の公表

について（例規通達）」を策定し、その中で、県警察の施策を示すものであって県民生活に直

接かかわる警察活動に関する訓令等や県民の関心が高い訓令等は、平成１４年３月３１日以前

に制定されたものであっても効力を有する場合には公表するよう努めるものとする旨規定して

いるところ、本件公文書はこの例規通達でいう公表する訓令等に該当するものと思われる。 

また、本審査会が実施機関に対し、本件公文書を公にすることによる具体的な支障はあるのか

確認したところ、「仮に条例の施行日以後に本件対象公文書が作成されていた場合には、条例第
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7 条各号に規定する非開示情報に該当する記録はなされていないものと判断することになる。」

旨の回答を得ている。 

以上のように、本件公文書が現在もなお効力を有しており、日々の地域警察の運営について

規律していること、実施機関が自ら定める公表基準に照らしても公表すべきものと考えられる

ことという特殊な事情があり、さらに、仮に条例の施行日以後に本件公文書が作成されていた

場合には条例第７条各号に規定する非開示情報を含んでいないと実施機関において判断してい

ることを考慮すると、本件公文書は、開示することが適当である。 

 

（参考）条例附則第２項 

（経過措置） 

２ 次に掲げる公文書については、この条例による改正後の富山県情報公開条例第２章及び第３章の

規定は、適用しない。 

(1) （略） 

(2) 施行日前に実施機関（議会、公安委員会及び警察本部長に限る。）の職員が作成し、又は取得し

た公文書 

 


